
＜推移状況区分＞

指標名 基準値
現状値

H29 目標 推移状況 進捗評価 今後の方向性
期待値

自ら学び自立する消費者の育成

１

消費者市民社会の考え方を意識した行動をとっている
県民の割合（県民生活課調査）

(H26)

38.7％

(H28)

52.1% 59.2％ Ｂ

教材の作成と活用、消費者教育の担い手向けの講座や地域や学

校等における出前講座の実施等、計画的に消費者教育を推進し

たことから、前年度に比べ 5.6%上昇し、順調に推移している。

消費者教育を担う人材の育成とその効果的な活用及び多様な分野

の講座案に消費者教育の視点を取り入れることにより、消費者市民

社会の意識の普及を図っていく。52.4%

県が実施する消費者教育講座の受講者数
（県民生活課調査）

(H24)
10,078 人

(H28)

8,693 人
11,600 人

基準値

以下

職域向けの情報誌等に出前講座の情報を掲載し、PR を行った

が、出前講座の依頼が県から市町にシフトしていることもあ

り、県が実施する出前講座の受講者数は減少傾向にある。

消費者教育を担う人材を育成して消費者教育講師人材バンクに登

録し、登録者を市町の出前講座に派遣し、県内全体の消費者教育

の向上を図る。また、民法改正による成年年齢の引下げの動きを

見据え、育成した講師を主に高校や大学に派遣し、県内全体の消

費者教育の底上げを図る。
11,296 人

安全な商品・サービスの提供による安心の確保

２

食の安全に対する県民の信頼度
（県政世論調査）

(H25)
65.4％

(H28)

67.9%
75％ Ｃ

県民が感じている食に対する不安を正しい知識の普及で解消

するため、食品の検査や監視指導の結果等をホームページ等で

公表するとともに、消費者団体等の意見交換会やタウンミーテ

ィングを開催したことから、基準値に比べ 2.5%上昇している

が、目標値の達成には至っていない。

タウンミーティングの参加者からは残留農薬検査等の食品安全確

保の取組みについて理解する意見があった一方で、県の取組みの

ＰＲ不足との指摘もあったことから、引き続き県民に対して食の

安全安心に関する情報をあらゆる機会に様々な媒体を利用し、情

報発信に努める。
72.6%

食品表示合同調査※1における適正表示の割合

（県民生活課調査）

(H20～24 平均)
95.8％

(H28)

93.0%
96％

基準値

以下

出前講座など食品表示制度に関する普及啓発に取り組むとと

もに、食品事業者に対して適正表示の作成を支援し、食品表示

の自主管理を推進したことにより、昨年度実績は上回ったもの

の、依然として基準値以下となった。

食品事業者に対する適正表示の作成支援により食品表示の自主管

理の推進を図るとともに、食品表示に係る監視指導や検査の充実

を図る。95.96%

食品表示監視の件数
（県民生活課調査）

(H20～24 平均)
254 件

(H28)

269 件 260件/
年

目標値

以上

県民生活センターにおいて他部局との合同監視や外食店表示

調査の着実な監視活動の実施により順調に推移している。

今後も価格表示や外食店のメニュー表示に対する監視を強化し、表

示の適正化を推進する。
259 件

消費者被害の防止と救済

３

消費生活相談における平均既支払額※２

(PIO-NET データから県民生活課算出）

(H24)

34 万 7 千円

(H28)

17 万円 16 万 1 千円/
年以下 Ｂ

消費者トラブルの情報提供や消費生活相談窓口の周知啓発、消

費生活相談への対応や、法令に基づく事業者指導を通じた消費

者被害の防止と救済に向けた取組により、おおむね順調に推移

している。

消費生活相談員人材バンクを設置し、市町の相談体制の支援を強

化するとともに、引き続き相談員の資質向上のための研修、啓発

活動や情報提供に取り組んでいる。19 万 8 千円

県民から不当取引行為防止に向けた協力が得られた件数
（県民生活課調査）

(H20～24 平均)
24.6 件

(H28)

30 件 30 件/年
目標値

以上

県民生活センターや市町と連携して不当取引に係る相談情報

の早期把握に努めたことにより、順調に推移している。

引き続き、県民生活センターや市町と連携して法に基づく効果

的かつ厳正な事業者指導を実施し、消費者被害の防止と救済を

図る。29件

環境に配慮した暮らしづくりの推進
４

一般廃棄物排出量（１人１日当たり）
（県廃棄物リサイクル課調査）

(H24)
943ｇ／人日

(H27)

896g/人日 859ｇ／人・日
以下

Ｂ 一般廃棄物の排出量（１人１日あたり）は着実に減少している。

第 3次循環型社会形成計画に基づき、あーす（明日・Earth）のた

めに“もったいない!!”衣・食・住でごみ削減をスローガンにご

み削減に向けた取組を引き続き実施していく。893g/人日

地球温暖化防止の県民運動参加人数
（ふじのくにｴｺﾁｬﾚﾝｼﾞ実行委員会発表）

(H24)
154,168 人

(H28)

204,021 人 16 万７千人
目標値

以上
昨年度よりも多い 204,021 人の参加があり、目標を上回った。

引き続き、地球温暖化防止のための複数年の“約束”募集などを

実施するとともに、新国民運動「COOL CHOICE」と連携した県民運

動を展開し、参加人数の増加を図る。164,434 人

区分 内容 備考

目標値以上 「現状値」が「目標値」以上のもの

※計画最終年度（平成 29 年度）に目標を達成するものとして、基準値から目標
値に向けて各年均等に推移した場合における各年の数値を「期待値」とする。

目標値
～

基準値

Ａ 「現状値」が「期待値」の推移の＋30％超え ～「目標値」未満のもの

Ｂ 「現状値」が「期待値」の推移の±30％の範囲内のもの

Ｃ 「現状値」が「期待値」の推移の－30％未満 ～「基準値」超えのもの

基準値以下 「現状値」が「基準値」以下のもの

－ 統計値等発表前、当該年度に調査なし等

※１ 鮮魚、緑茶など食品の表示について、県民生活センター、保健所、農林事務所等関係する機関が合同で調査を実施。 ※２ 相談時に聞き取った、相談案件に関して消費者が支払った額の平均額

第２次消費者行政推進基本計画 進捗評価の概要


